
浜松市公告第３６０号 

 

 小型自動車競走法（昭和２５年法律第２０８号。以下「法」という。）第５条の規定により、

浜松市小型自動車競走場に係る勝車投票券の発売等に関する事務（同条第２号に掲げる事務）そ

の他小型自動車競走の実施に関する事務（同条第３号に掲げる事務）の一部を次のとおり委託し

たので、小型自動車競走法施行規則（平成１４年経済産業省令第９８号）第６条第３項に基づき、

次のとおり公告する。 

 

  令和８年６月２日 

 

浜松市長 中野 祐介   

 

受託者の名称 所在地 委託する期間 

日本トーター株式会社 

 

東京都港区港南二丁目１６番

１号 

令和 ８年 ４月 １日から 

令和 ９年 ３月３１日まで 

オッズ・パーク株式会社 

 

東京都中央区京橋二丁目２番

１号 

京橋エドグラン１３階 

令和 ８年 ４月 １日から 

令和 ９年 ３月３１日まで 

株式会社チャリ・ロト 

 

東京都品川区東五反田一丁目

１４番１０号 

三井住友銀行五反田ビル７階 

令和 ８年 ４月 １日から 

令和 ９年 ３月３１日まで 

株式会社サンコール 

 
高知県南国市明見８３０番地 

令和 ８年 ４月 １日から 

令和 ９年 ３月３１日まで 

一般財団法人 

オートレース振興協会 

東京都品川区西五反田二丁目

１１番１７号 

ＨＩ五反田ビル６階 

令和 ８年 ４月 １日から 

令和 ９年 ３月３１日まで 

株式会社ＷｉｎＴｉｃｋｅｔ 

 

東京都渋谷区宇田川町 

４０番１号 

令和 ８年 ４月 １日から 

令和 ９年 ３月３１日まで 

ＯＴＳ株式会社 

 

愛知県一宮市本町二丁目 

２番２号 

ＪＥＳ一宮ビル 

令和 ８年 ４月 １日から 

令和 ９年 ３月３１日まで 

株式会社アップル 

 

兵庫県姫路市飾磨区中野田

一丁目７番地 

令和 ８年 ４月 １日から 

令和 ９年 ３月３１日まで 

 


